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はじめに

冊子の使い方

　2012 年 12 月の「消費者教育の推進に関する法律」（以下「消費者教育推進法」という）の
施行を受け、県では、2014 年 3月に「やまなし消費者教育推進計画」を策定し、さらに 2016
年 3月にはこの計画を包含した「山梨県消費者基本計画」を策定しました。
　この基本計画においては、４つの基本方針の１つに「消費者教育の推進」を挙げ、ライフステー
ジや、学校や地域などの場の特性に応じて体系的に消費者教育を推進することとしています。
　学校教育の中で、発達段階に応じた消費者教育の推進にあたり、2014 年度は小学校におけ
る消費者教育の推進の手引きとして、「はじめての消費者教育～小学校における指導のために～」
を、そして 2015 年度は「消費者市民社会をつくる～中学校・高等学校における消費者教育の
ために～」を作成しました。
　この冊子が中学校・高等学校における消費者教育の推進に役立てば幸いです。

　この冊子は、先生方が消費者教育を進めるときの取り組みの視点を示し、家庭科、社会科、
総合的な学習の時間、特別活動などの教科・領域で、「幅広く活用できる」「すぐに使える」教
材を目指して作成しました。
　この冊子の本文やワークシート、資料などは、山梨県県民生活センターの web サイト「やま
なしの消費者教育」に掲載し、すべてダウンロードできます。また、その内容は、随時更新し
ていく予定です。

　（例）　・ワークシート　→　印刷して生徒に配布（編集可能）
　　　　・資料　→　拡大してパネル資料、ワークシートへの貼付

　この教材を使った実践例やご意見・ご感想などを、県民生活センターにお寄せください。
今後の掲載内容の更新に反映させ、さらに授業づくりに役立つ教材となるように充実していき
たいと考えています。

私たちは、山梨県の県獣“カモシカ”と、
県鳥“ウグイス”、武田信玄に因んで、
　かもしかくん
　うぐいすちゃん
　シンゲンくん
と名付けられ、この冊子のキャラクターと
して登場します。
よろしくお願いします。
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Ⅱ　消費者教育の授業づくり

　　１　消費者教育の体系イメージマップ･････････････････････････････････････
　　２　消費者市民社会の形成に向けた消費者の行動例･･･････････････････････
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Ⅲ　授業で使える題材紹介

　　１　生活の管理と契約･･････････････････････････････････････････････････
　　　　　 技術・家庭（家庭分野）、社会（公民的分野）／家庭、公民／総合的な学習、特別活動など※

　　２　情報････････････････････････････････････････････････････････････
　　　　  技術・家庭、社会（公民的分野）／家庭、公民、情報／道徳、総合的な学習、特別活動など※

　　３　安全・安心と環境･･････････････････････････････････････････････････
　　　　　 技術・家庭（家庭分野）、社会（公民的分野）／家庭、公民／総合的な学習、特別活動など※

　　　     
資料　消費者教育の体系イメージマップ･･････････････････････････････････

※関連する教科などの例


